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東かがわ市告示第４号 

令和６年能登半島地震による市営住宅の一時使用取扱要綱を次のように定める。 

令和６年１月15日 

 

                          東かがわ市長 上村 一郎 

 

令和６年能登半島地震による市営住宅の一時使用取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、令和６年能登半島地震により自ら居住する住宅に被害を受けた者（以下「被

災者」という。）に対する緊急避難措置として、東かがわ市営住宅条例（平成15年東かがわ市条

例第129号。以下「条例」という。）に係る市営住宅（駐車場を含む。以下同じ。）の一時使用に

関し、東かがわ市公有財産管理規則（平成15年東かがわ市規則第36号。第５条において「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（行政財産の目的外使用許可） 

第２条 市営住宅の一時使用は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の４第７項の規定に基

づく行政財産の目的外使用許可とする。 

（一時使用市営住宅） 

第３条 対象となる市営住宅は、市長が被災者のために一時使用の用に供することを認める市営住

宅（以下「一時使用市営住宅」という。）とする。 

（使用者の資格） 

第４条 一時使用市営住宅を使用できる者は、被災者として市町村が発行する罹(り)災証明書等で

証明された者とする。 

２ 条例第７条第１項第１号から第６号及び同条第２項に規定する要件は、問わないものとする。 

３ 一時使用市営住宅を使用しようとする者及び同居しようとする親族が暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員でない者とす

る。 

（一時使用の申請及び許可） 

第５条 一時使用市営住宅を使用しようとする者は、規則第18条第２項に規定する申請書に次に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めら

れるときは、この限りでない。 
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(１) 市町村が発行した罹(り)災証明書 

(２) 誓約書（別記様式） 

(３) 規則第20条の２第２項に規定する使用料の減免の申請書 

(４) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適正であると認め

られるときは、速やかに一時使用の許可を決定し、必要な条件を付して申請者に通知するものと

する。 

（一時使用の期間） 

第６条 一時使用の期間は、許可の日から６月以内とする。ただし、前条第２項の規定による許可

を受けた者の住宅に困窮する実情などを勘案し、市長が必要と認める場合は更新することができ

るものとする。 

２ 前項に定める一時使用許可の更新は、当初の許可日から２年を超えない範囲とする。 

（使用料） 

第７条 使用料は、当初の許可日から１年間は免除し、２年目は減免するものとする。 

２ 免除期間経過後の使用料は、条例第15条、第17条、第50条及び第51条の規定を準用して算出す

る。ただし、条例第15条第４項の特定公共賃貸住宅については、同条第１項から第３項の規定を

準用して算出するものとする。 

３ 使用料の減免額については、東かがわ市営住宅家賃減免及び徴収猶予事務取扱要綱（平成15年

東かがわ市告示第75号）第２条に規定する別表備考２の減免率を適用する。ただし、駐車場の使

用料の減免率は、50％とする。 

４ 前項の規定による使用料の納付は、納入通知書により行うものとする。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、令和６年１月15日から施行する。 
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別記様式（第５条関係） 

 


